
令和４年６月２０日 企画調整課 

 

令和４年度ひたちなか市まちの魅力発信（シティプロモーション） 

事業業務委託の質問に対する回答について 

 

質問１ R1～R3の報告書や成果書類などを拝見させていただくことは可能か。 

回答１ 成果書類の閲覧は可能です。 

 

質問２ R3の有料広告の実施媒体や実施内容などの詳細をいただけるか。 

回答２ 令和３年度の広告業務については，下記のとおりです。 

【インターネット広告（東京圏向け）】 

・YDA広告／LINE広告：移住・定住サイトへの流入。 

・YouTube TrueViewディスカバリー広告： 

移住プロモーション動画「Welcomeこだわりさん」の再生。 

・インスタグラム広告（カルーセル）： 

市公式インスタグラム「Love&Peace Hitachinaka Life」への流入。 

     

【市内及び近隣地区向け広告】 

    ・ポスター広告：２種類（海と公園）作成し，施設等へ配布。 

    ・デジタルサイネージ広告：水戸駅で 1か月間実施。 

    ・ラジオ広告：茨城放送にて 4回実施。 

    ・Web 広告：YDA 広告，インスタグラム広告を実施し，移住・定住サイトへ流入。 

    ・雑誌広告：月刊ぷらざ 12月号への掲載。 

 

質問３ 仕様書の４の（１）の①，「ひたちなか市内及び近隣地区に在住」とあるが，    

「近隣」とはどの範囲を指しているか。 

回答３ 水戸市や那珂市など，ひたちなか市に隣接している市町村を示しています。 

 

質問４ 仕様書の４の（１）の②，「関連する情報」とは，例えばどのようなものを想定し

ているか。 

回答４ ターゲット層の趣味・嗜好など定性的な情報を想定しています。 

 

質問５ 広告物について，ひたちなか市様のホームページに掲載されている既に作成済の

下記 2点の現物使用及びデータ使用は許可頂けるか？ 

①リーフレット「移住・定住のすすめ」 

②移住ガイドブック「Love&Peace Hitachinaka Life」 

回答５ 現物使用及びデータ使用は可能です。 

 

質問６ ポスターの作成は明文化されていないが，ポスター作成は実施しないということ

か。それとも，提案によりけり（あってもなくてもよい）か。 

回答６ 提案内容によります。 

 

期間内の質問及び回答は以下で全てになります。 



質問７ 明記されている「インターネット広告，ラジオ，地域紙，動画配信，デジタルサ

イネージ」は基本的には必須と捉えてよろしいか。広告配信先の想定はあるか？ 

回答７ 明記しているものは一例であり，効果的と考えるものをご提案ください。 

 

質問８ 提案の自由度について，成果に繋がる施策として，明記されていない提案も行っ

て良いか？ウェブ広告などすぐに明らかな数字にあらわれる施策を重視している

か？ 

回答８ 提案内容についての指定はありませんので，効果的と考えるものをご提案くださ

い。 

 

質問９ 指定の Webに流入させた後に期待する効果・成果はあるか？ 

（例えば移住に関する問い合わせや，イベント参加等につなげるなど。） 

回答９ 業務の目的にもありますとおり，本市への定住促進やイメージの定着を推進し，

移住候補地としての認知度を高めていくことを期待しています。 

 

質問 10 業務内容（２）―②の広告掲載実施回数について，２回以上行うのは明記されて

いる「インターネット広告〜デジタルサイネージ」の中でどれか。あるいはその

点も広告戦略やスケジュール提案に含まれるか？ 

回答 10 動画配信のみ２回以上行うものとします。それ以外の広告については，回数の指

定はありませんので，効果的と思われる手法をご提案ください。 

 

質問 11 業務内容（３）について，広告媒体は YouTubeディスカバリー広告などのネット

広告配信を前提にしているか？ 

回答 11 ネット広告配信を想定しています。 

 

質問 12 広告手段は仕様に明記されていないので，ウェブ広告以外の新しい手段を求めら

れているのか，ウェブ広告は実施した方が良いか，例えばインフルエンサーを使

った仕掛けなど，提案自由度はどれくらいあるか。 

回答 12 広告手段についての指定はありませんので，効果的と思われる手法をご提案くだ

さい。 

 

質問 13 KPIは動画の再生数（合計 1万）だけか，他に必ず求められる指標はあるか？ 

回答 13 KPIとして求めるものは，動画の再生回数のみとなります。 

 

質問 14 シビックプライド醸成事業のロゴや，昨年度のシティプロモーションのキャッチ

コピー等は使用することが好ましいか？ 

回答 14 使用することが効果的と思われる場合に，提案として盛り込んでいただくことは

差支えありません。 

 

＊今回の仕様書において，広告種別等について指定はしておりませんので，業務の目的等

に対して，効果的と思われる内容をご提案いただけますと幸いです。 


